
 

 

 

 

備品の管理事務の課題解決に向けた取組の周知徹底等                                    対象受検機関：総務部契約局 

事務事業の概要 検出事項 改善を求める事項（意見） 

 

１ 備品管理事務に係る課題 

平成25年11月に示された「内部統制に関する検証結果について（中間報告）」では、備品

の管理事務に係る不備事項として、「台帳登録漏れ」や「架空計上（除却漏れ等）」等が挙

げられた。 

契約局は、備品管理事務については、各所属のチェック方法にバラツキが見られるため、

統一的なチェック方法の明示と運用が課題であると検証している。 

 

２ 備品管理事務について契約局が取り組んだ内容 

上記の課題について、「内部統制に関する検討作業チーム検討結果（平成26年３月）」では、

解決に向けた方針が示され、「内部統制の充実に向けた検討結果報告（平成27年３月）」で

は、実際に取り組んだ下記の内容が報告された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 備品管理事務に関する通知 

・ 契約局の通知（平成22年７月）で、備品の現物確認を行い物品調達システムとの照合を

行うことを規定。 

・ 会計局の通知（平成24年３月）で、毎年度、備品の現物確認を各所属の実情に応じて実

施し、その記録を保存することを例示。 

 

 

【備品の管理事務について】 

１ 今年度の監査における「備品の管理事務」について集計

をしたところ、その結果については、以下のとおり。 

 

(1) ９課において、周期を決めて定期的に備品の現物と

備品台帳の照合が行われていなかった。 

(2) 44課、１室、１局及び３委員会事務局において、備

品の実査の結果に係る記録が保管されていなかった。 

(3) １府立高校において、備品ラベルの未貼付及び物品

番号変更前の備品ラベルの貼付が確認された。 

(4) １課において、備品の受入れを備品出納簿に記載し

ていなかった。 

 

２ 「物品管理事務セルフチェックシート」は、備品出納簿

への記載、管理換え、実査などの物品管理事務を新たに担

当する職員向けに作成されたものであり、すべての担当者

を使用対象としていない。また、各所属における当該セル

フチェックシートの使用は任意の扱いとされている。 

 

【セルフチェックシートの内容等について】 

１ セルフチェックシートの内容について、以下の点が検出

された。 

(1) 過去の監査で指摘された内容に係る再発防止のための手

続が示されていない。 

＜例＞ シートの 

チェック項目 

防ぐことのできない 

不備の例 

実査 備品の現物と備品出

納簿の照合（各所属

で周期を決めて定期

的に） 

平成26年度監査結果 

（財務部） 

備品管理の不備（要約） 

備品の実査にあたって、

シールではなく備品名を

もとに行っていたため、

適切なシールが貼られて

いないことに気が付かな

かった。 

 

各所属に対するセルフチェッ

クシートの使用の徹底及び使用

状況の確認について検討された

い。 

また、セルフチェックシートの

内容についても、より効果的な

ものとなるよう改訂を行われた

い。 

 

 

「内部統制の充実に向けた検討結果報告（平成27年３月）」 

Ⅱ 制度所管課等における課題解決に向けた取組み 

３ 備品の管理事務、委託契約（役務）の検査事務【契約局】 

 物品管理ポータルサイトを新設し、庁内ウェブ上の複数の場所に掲載されているマニ

ュアルを１ヶ所にまとめ、事務内容によってどれを参照するべきかが分かり易いよ

う、見せ方を工夫した。 

 備品管理（物品管理）の不統一、誤りを防止するため、セルフチェックシートを作成

し、各所属に周知を行った。 

 会計事務研修会（会計局主催）及び庁内ウェブで改善意見のアンケートを実施。 

（以下略） 



 

 

 

 

                                  監査（検査）実施年月日（委員：－年 －月 －日、事務局：平成27年６月15日から同年７月30日まで） 
 
 
 
 
 

 

 

(2) チェック項目の欄には、根拠条文が記載されているのみ

で具体的な判断基準の内容が示されていないものが見受

けられた。 

＜例＞ シートの 

チェック項目 

財務規則・その運用 

貸付け・

交換 

財務規則第85条、財務

規則の運用第85条関

係で規定する処理 

第85条 

第86条 

 

(3) チェック項目の欄には作成が求められる書式が記載され

ているのみで、具体的なチェック方法（どのような点を

チェックすべきか等）が示されていないものが見受けら

れた。 

＜例＞ シートの 

チェック項目 

財務規則・その運用 

分類換え 物品分類換え調書 第83条 

 

 

 

措置の内容 

 

○各所属に対するセルフチェックシートの使用の徹底及び使用状況の確認について 

会計局と協議し平成28年４月より、財務規則第171条の各所属長が行う自己検査制度（自己検査マニュアル）の検査項目に「物品管理事務」を追加し、物品事務担当者が「物品管理事務チ

ェックシート」を使用して適正に物品管理を行っているかを所属長自らが検査確認し、適正な物品管理事務を担保できるようにした。 

 

○セルフチェックシートがより効果的に確認できるものへの改訂について 

監査等で指摘事項の多い項目について、適正な事務処理が行われるよう物品実務マニュアルや会計事務手引き記載の事務手続きポイントの追記、物品の寄附採納に関するチェック項目の追

加など、内容の充実を図った。 また、平成28年３月18日付け、契総第4555号「適正な物品管理事務手続きについて（通知）」により、物品管理事務チェックシートの使用方法等について全

所属に周知した。 



 

 

 

 

児童措置費負担金に係る不納欠損引当金の計上方法について         対象受検機関：子ども家庭センター（中央、池田、吹田、東大阪、富田林、岸和田） 

事務事業の概要 検出事項 改善を求める事項（意見） 

 

１ 不納欠損引当金について 

  債権管理において、債権は、一般債権、貸倒等懸念債権、破産・更生債権に区分し、当該分

類ごとに定められた算定方法に従い不納欠損引当金額を算定することとなっている。 

「評価性引当金取扱要領」に、債権の分類について定義され、貸倒等懸念債権について例示

されている。しかし、貸倒等懸念債権に区分するか否かは、債権管理者の運用に委ねられてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童措置費負担金に係る対応状況について 

児童措置費負担金は、「児童措置費負担金 債権回収・整理マニュアル」（大阪府子ども家庭

センター）で、滞納者に対し納付の働きかけを行うに当たっては、（中略）必ず事前に児童福

祉司と調整し、滞納者の現状等を考慮勘案した上で連絡することについて相談業務等への支障

の有無について確認すること、とされている。 

また、子ども家庭センターに対する実地監査（中央、吹田）及び書面監査（池田、東大阪、

富田林、岸和田）で確認したところ、平成27年３月31日現在で、児童措置費負担金のうち未納

となった債権（以下「回収対象債権」という。）の多くが１年以上延滞している。 

したがって、児童措置費負担金の回収対象債権には、貸倒等懸念債権に区分すべき債権があ

ると思料される。 

 

子ども家庭センターの児童措置費負担金は、回収対象債権

の多くが１年以上延滞しているが、貸倒等懸念債権に区分し

た債権はなく、必要な不納欠損引当金が計上されていない。 

 

 

子ども家庭センターは、

児童措置費負担金につい

て、評価性引当金取扱要領

第５条第２項に示された債

権は貸倒等懸念債権に区分

し、必要な不納欠損引当金

を計上することを検討され

たい。 【大阪府 評価性引当金取扱要領】（抜粋） 

第５条 要引当額は、債務者の財政状態又は経営状況等に応じて、個別の債権を次に掲げる債権の分類に区分し算定する。 

債権の分類 分類の定義 要引当金額の算定方法 

一般債権 財政状態又は経営状況に重大な問題が生じていない債務者に

対する債権 

過去の不納欠損及び貸付金償還免除の実績等合理的な算定基

準に基づき算定する。 

貸倒等懸念債権 破産又は経営破綻等の状態には至っていないが、債務の弁済

に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者

に対する債権 

債権の金額から当該債権に対する担保又は保証による回収見

込額を差し引いた残額について、債務者の財政状態又は経営

成績を考慮して算定する。 

破産・更生債権 破産又は経営破綻等に陥っている債務者（実質的に破産又は

経営破綻等に陥っている場合を含む。）に対する債権 

債権の金額から当該債権に対する担保又は保証による回収見

込額を差し引いた残額とする。 

２ 貸倒等懸念債権に該当する債権は、当該債務者が債務の弁済の免除を申し出ている場合、又は債務の弁済が概ね１年以上延滞している場合など、

債務を条件どおりに弁済できない可能性が高いと判断されるものをいう。 

（中略） 

４ 貸倒等懸念債権の要引当金額について、見積高を算定する特段の方法が存在しない場合は、債権額から当該債権に対する担保又は保証の金額を

差し引いた残額の半額を要引当金額とする。 



 

 

 

 

                                        監査（検査）実施年月日（委員：平成 27年 12月 18日、事務局：平成 27年 11月５日） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（単位：千円）  

 中央 池田 吹田 東大阪 富田林 岸和田 

回収対象債権額 40,379 11,217 17,834 15,952 8,324 25,299 

うち、1年以上延滞債権額 35,633 9,688 15,727 10,511 6,882 22,149 

 

措置の内容 

 

平成28年３月１日に開催した担当者会議及び平成28年３月15日に開催した企画調整課長会議において、破産手続開始等の通知書により、自己破産の手続が確認できた債権など、債務の弁

済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権については、貸倒懸念債権に区分することとした。 



 

 

 

 

システム企画・調達に係る検討状況の確認（平成 27年度システム監査結果）                      対象受検機関：子ども室子育て支援課 

事務事業の概要 検出事項 改善を求める事項（意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 大阪府婚活子育て応援サイトふぁみなび（以下「ふぁみなび」という。）

の概要 

概要 結婚から子育てに関する情報を集めたポータルサイト 

開発目的

及び概要 

少子化問題に対応するため、結婚、妊娠、出産、子育てに一

貫した「切れ目のない支援」を行うことを目的とする。 

・平成26年度の新規開発内容 

大阪府下の市町村が有する結婚から子育てに関する情報

を集約するポータルサイトを開設 

・平成27年度の改修内容 

上記ポータルサイトに専門家コラムやアドバイスを掲載

するページと民間企業・団体の情報発信ページを追加すると

ともに、民間企業・団体の広告を掲載する機能を追加 

契約期間 平成26年度：平成26年11月１日から平成27年３月31日まで 

平成27年度：平成27年９月１日から平成28年３月31日まで 

契約金額 平成26年度： 2,301,000円、平成27年度：12,798,000円 

契約方式 平成26年度、平成27年度ともに随意契約（同じ業者を選定） 

随意契約

理由 

平成26年度：既存の事業と一体として展開する方が効果的か

つ効率的であり、当該事業のシステム開発を受託している事

業者に委託させることが妥当であるため（地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号）。 

平成27年度：作製事業者以外の事業者がシステム改修を実施

すれば、余分な費用・作業日数が必要となるため（地方自治

法施行令第167条の２第１項第２号）。 

 

 

１ 「ふぁみなび」に係る検出事項 

(1) 仕様書について 

平成26年度の新規開発検討時に

作成された業務委託仕様書には、

以下のようなシステムの開発にお

いて事前に合意しておくべき事項

が記載されておらず、基本要綱第

５条が求める仕様書の水準に達し

ていない。 

 

・情報システムの操作性や外部

インターフェース、データベ

ース、セキュリティ対策及び

ハードウェアの要件等 

・情報システムのシステム設計

やプログラム作成及び運用テ

スト等の開発スケジュール 

 

 

 

 

(2) 効果検証について 

平成26年度の新規開発検討時に

おいて、効果検証の手法及び指標

が文書で明確に定められておら

ず、基本要綱第10条第１項で規定

されている情報システム導入後の

効果検証が困難となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「ふぁみなび」に係る要改善事項 

(1) 仕様内容の明確化 

仕様書の内容が不十分で、発注者側の要求が明確化されていない場

合、「必要な機能が実現されない」、「進捗及び品質管理を適切に行うこ

とができない」等のおそれがあるため、今後の情報システムの調達時

には、情報システムの要件を明確化した仕様書の作成を検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 効果検証の手法・指標の設定 

導入後に効率的かつ効果的なシステム調達を行えているか検証でき

るようにするため、効果検証の手法及び指標を文書で定めておくこと

を検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成27年度システム監査について＞ 

・ 平成27年度のシステム監査は、上半期の監査結果（総務部ＩＴ推進

課「庁内のＩＴ事業に係るＩＴ推進課による関与」事案）を踏まえ、

府における行政情報化の推進に関連して、具体的なシステムの企画・

調達に係る検討状況を対象として実施した。 

・ 具体的には、システムの企画・調達に当たって想定されるリスクを

考慮して、監査対象案件を選定し、ヒアリング等の監査手続を実施し

た。 

（参考） 

○基本要綱  

第５条において、「情報システムの導入目的が達成されるよう、

情報システムの導入に必要となる内容などについて、特定の企業

等が有利となることなく適正・明確に記述された仕様書を作成す

る」と定められている。 

○ガイドライン 

「３．３仕様書の作成」において、ソフトウェア及びハードウ

ェアの要件、運用保守内容、システム開発スケジュールを仕様書

に明記することが推奨されている。 

（参考） 

○基本要綱  

第10条第１項において、「稼動を開始した情報システムについて、

情報システム計画書及び仕様書に定められた内容で稼動しているか

を確認するとともに、情報システムの利用状況、情報システムの導

入による定量的・定性的な効果などを把握及び評価するよう努めな

ければならない」と定められている。 

○ガイドライン 

「２．５情報システムの導入に関する効果について」において、

費用削減の観点等の効果検証手法、指標の考え方等が例示されてい

る。 



 

 

 

 

                                         監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成 28年１月 26日） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 関連規程類について 

・「情報システムの開発等に関する基本要綱」（以下「基本要綱」という。）

が平成26年４月１日に制定されており、各所属がシステムの開発等にお

いて遵守すべき事項が規定されている。 

・「情報システムの導入に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」と

いう。）が平成 26年４月１日に制定されており、各所属が効率的かつ効果

的にシステム調達を行えるように、具体的な検討や確認などを行う際の留

意点が取りまとめられている。 

(3)見積書徴取、随意契約について 

情報システムのライフサイクル

において、システムの導入後に継

続的に運用保守等の費用が発生す

るが、「ふぁみなび」の導入後に継

続的に発生する「運用保守」も含

めたライフサイクルコストを把握

していない。 

また、「ふぁみなび」は特殊な機

能を使用しない通常のウェブサイ

トであり、今回の発注先以外の事

業者に対しても委託することが技

術的に可能であると考えられる

が、平成26年度の新規開発検討時

において１社のみから見積書を徴

取した上、随意契約が締結されて

いる。 

そして、平成27年度においても

引き続き同じ事業者と随意契約を

締結している。 

 

(3) 適切な見積り及び調達方式の検討 

今後の情報システムの調達に当たっては、ライフサイクルコストを

把握するとともに、複数業者に対するヒアリング、見積書徴取等を通

じて、調達への参加の可能性について十分な検討を行った上で、適切

な調達方式を選択されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置の内容 

 

(1) 今後の情報システム調達時には基本要綱第５条の要件を満たすよう要求内容を明確にした仕様書を作成する。 

(2) 「ふぁみなび」は結婚を考えておられる方から子育て中の方を対象とし情報提供を行うサイトであり、より多くの方に閲覧いただき活用してもらうことをポータルサイト運営における

効果と考えている。そのため閲覧数を効果指標とし、閲覧数の増減により効果検証を行う。 

(3) 今後の情報システム調達時にはライフサイクルコスト等必要な事項を把握するとともに、適切な調達方式にて実施する。 

（参考） 

○ガイドライン 

「２．４事業者への見積依頼について」において、情報システム

のライフサイクルで発生する費用の見積依頼について示されてい

るとともに、他事業者との比較等により見積の妥当性を確認するこ

とが求められている。 

○大阪府随意契約ガイドライン 

「３ 随意契約ができる場合」において、地方自治法施行令第167

条の２第１項第２号に基づき随意契約が許される場合として、契約

の「性質又は目的が競争入札に適しないもの」とされ、具体的には

「特殊な、あるいは独自の技術、機器、設備又は技法等を必要とす

る業務で、特定の者と契約しなければ、契約の目的を達することが

できない場合や競争入札に付することが不可能又は著しく困難な

場合である」とされている。 

 



 

 

 

 

契約手続及び履行確認の不備 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

総務部 

市町村課 

 

契約金額が500万円以上のときは、大阪府暴力団排除条例及び総務

部契約局総務委託物品課通知により、公共工事等の契約に当たり、原

則として元請負人や下請負人等から暴力団員等ではない旨の誓約書

を提出させることとなっており、誓約書の提出を不要とするときは、

事前に契約局と協議が必要とされている。 

しかし、以下の契約について、下請負人から誓約書を入手しておら

ず、契約局との協議も実施されていなかった。 

 

委託業務名 委託先 金額 

住民基本台帳ネットワークシステ

ムにおける都道府県サーバ集約セ

ンターに設置している大阪府に係

る機器及び集約ネットワークの運

用及び監視に関する業務 

地方公共団体

情報システム

機構 

17,093,376円 

住民基本台帳ネットワークシステ

ムにおける、大阪府に係る都道府

県ネットワークの監視及び保守に

関する業務 

地方公共団体

情報システム

機構 

54,185,604円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例・通知等の趣旨に従い、誓約書を提出させることや、誓約書の提出

が不要な場合には契約局との協議を実施することを徹底されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、委託先が公的団体

であっても、条例・通知等

の趣旨に従い、暴力団の排

除に関する誓約書の提出

を求める。また、誓約書の

提出を不要とするときは、

事前に契約局と協議を行

うものとする。 

これらの事項について

は、平成27年11月12日に当

課内の担当グループ会議

で注意喚起を行うととも

に、平成27年度契約分につ

いて、委託先から誓約書を

徴取した。 

【大阪府暴力団排除条例】 

（公共工事等からの暴力団の排除に関する措置） 

第11条 

２ 知事は、前項各号（第３号を除く。）に掲げる措置を講ずるために

必要があると認めるときは、元請負人及び下請負人等に対し、これら

の者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び

必要な事項の報告等を求めることができる。 

 

【大阪府暴力団排除条例に基づく事業者からの「誓約書」の提出の徹底

について(平成24年３月９日大阪府総務部契約局総務委託物品課通知)】 

公共工事等の公金が暴力団等の反社会的勢力の資金源となることの

ないよう、平成23年４月１日から大阪府暴力団排除条例が施行されてお

り、公共工事等の受注に際し、大阪府と契約を締結する元請負人及び下

請負人等の方は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」

の提出が必要となっています。 

本制度の趣旨を理解され、大阪府と契約を締結する元請負人及び下請

負人等の方は、下記のとおり、「誓約書」の提出を徹底してください。 

 

記 

１ 対象 契約金額500万円以上の元請負人及び下請負人等（施工体系

図に記載されない資材・原材料等の納入業者を含む。） 

（以下略） 

 



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：－年 －月 －日、事務局：平成27年６月15日から同年７月30日まで） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【大阪府暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの誓約書の提出につい

てＦＡＱ】 

Ｑ１－３（誓約書の提出が不要な場合） 

資材・原材料などの納入業者には、製造者（メーカー）は含まれるの

か。 

工事委託等の協定による契約（鉄道会社、電気ガス会社等）も対象と

なるのか。 

○ 誓約書の徴収は、次のように暴力団の関与が認められないものにつ

いては不要である。 

・国、自治体、独立行政法人 

・契約の相手方（元請人等）が契約する自ら製造する物品等を納入

する製造業者 

・その他（暴力団の関与がないことが明らかであると発注者が認め

るもの） 

○ ただし、上記のような事業者であっても、その取扱いに疑義が生じ

る場合は、誓約書を徴収するものとする。 

また、発注者が誓約書の提出を不要とするときは、事前に契約局と

協議すること。 



 

 

 

 

 
 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

総務部 

契約局 

総務委託物品課 

 

大阪府電子調達システムに係るシステム機能改修業務（他６件）において、定

期的な打合せにて作業の報告を受けていたが、仕様書において納品物の１つとし

て定めている「作業報告書」が納品されていないにもかかわらず、検査を完了し

たとして契約金額の支払を行っていた。 

 

契約名称 契約期間 金額 

大阪府電子調達システムに係るシ

ステム機能改修業務 

平成26年４月４日から 

同年８月31日 
2,688,120円 

大阪府電子調達システムに係るシ

ステム機能改修業務（その２） 

平成26年６月２日から 

同年９月30日 
5,538,240円 

大阪府電子調達システムに係る質

疑制度システム構築 要件定義・基

本設計業務 

平成26年６月23日から 

同年９月30日 
7,020,000円 

大阪府電子調達システムに係るシ

ステム機能改修業務（その３） 

平成26年６月27日から 

平成27年３月31日 
12,355,200円 

大阪府電子調達システムに係るシ

ステム機能改修業務（定期受付） 

平成26年８月29日から 

同年12月26日 
8,803,080円 

大阪府電子調達システムに係る質

疑制度システム構築 システム開

発業務 

平成26年10月１日から 

平成27年３月31日 
47,034,000円 

大阪府電子調達システムに係るシ

ステム機能改修業務（その４） 

平成27年１月26日から 

同年３月31日 
3,544,560円 

 

 

実際の納品物と仕様書に記載されている

納品物を照らし合わせる等、検査を確実に実

施されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム開発委託業務の履行確認

のため仕様書において納品物として

「作業報告書」の提出を定めていた

が、業務完了検査において、他の納品

物（プログラム・システム設計書ほか）

の納入検査時に委託業務の履行確認

ができることから、運用上、「作業報

告書」の提出を求めなかった。 

このことから、平成27年度より仕様

書の内容を見直し、納品物としての

「作業報告書」を不要とした。 

今後は、成果品のチェックリストを

作成し、提出物の現物確認を行ったう

えで、各々の提出物についての精査・

検査を行う。 

【大阪府公有財産台帳等処理要領（抜粋）】 

別表４ 固定資産計上基準表 

【固定資産計上の基本方針】 

 １．取得時点での取引価格（購入代価等）だけではなく、その財産を取得する

ために要した付随的支出（詳細設計費など）も含めて資産として計上する。 

 

【4】 特に留意すべき固定資産計上の考え方（インフラ資産等）  

１ インフラ資産についても、事業用資産に準じ、固定資産計上基準をもとに

資産計上する。 

 

【大阪府電子調達システムに係るシステ

ム機能改修業務（その３）契約書】 

（検査） 

第16条 受注者は、業務が完了したとき

は、遅滞なく成果品を発注者に提出し、

発注者の検査を受けなければならな

い。 

２ 発注者は、成果品を受理したときは、

その日から起算して10日以内に検査を

完了し、当該検査の結果を受注者に通

知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査に合格しない

ときは、発注者の指示に従い、直ちに

必要な修正を行うものとし、当該修正

が完了したときは、その旨を発注者に

通知しなければならない。この場合に

おいては、修正の完了を業務の完了と

みなして前２項の規定を適用する。 

 

（契約金額の支払） 

第17条 受注者は、前条の検査に合格し

たときは、適法な手続きに従って、発

注者に契約金額の支払を請求すること

ができる。 

２ 発注者は、前項の規定による受注者

からの請求を受理した日から30日以内

に契約金額を受注者に支払わなければ

ならない。 



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：―年―月―日、事務局：平成27年６月15日から同年７月30日まで） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仕様書】 

２．納品 

２．３ 納品物 

納品物は次のとおり。 

作業項目 
納品物 数量 

大項目 小項目 紙 CD-ROM 

プロジェクト

運営 
作業報告書 作業報告書 

１部 

（正） 

２部 

（正、副） 

設計 設計書 
基本設計書一式 

詳細設計書一式 

１部 

（正） 

２部 

（正、副） 

総合試験 
テスト計画書 

テスト成績書 

システムテスト 

（改修部分と改修個所 

１部 

（正） 

２部 

（正、副） 

リリース 

ソースプログラム 

ソースプログラムリスト 
１部 

（正） 

２部 

（正、副） 

ソースプログラムファイル 

※１ 
― 

２部 

（正、副） 

ロードモジュール ロードモジュール ― 
２部 

（正、副） 

※１ 資産管理サーバに登録し、管理すること。 

 



 

 

 

 

 
債権管理の不備 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

子どもライフサポ

ートセンター 

 

金品等の管理事務は、大阪府立子どもライフ

サポートセンター金品等管理規程（以下「規程」

という。）に基づき実施しており、規程には、

入所時・入所中・退所時に分けて事務手順（フ

ロー図）が定められているが、規程どおりに実

施されていない事例があった。 

 

１ 所長は、金銭管理責任者から、利用者等か

らの管理の依頼と受諾に基づく報告があっ

たとき、又は、利用者の退所等における金品

等の引渡し等に基づく報告があったときは、

検査をしなければならないが、なされていな

かった（第14条第１項、第３項）。（32件／301

件） 

 

２ 金銭管理者は、入所時に利用者から金品等

を預かった場合には、依頼書を徴し、預り証

を発行しなければならないが、発行していな

いものがあった（第５条第１項）。（依頼書の

未徴取：５件／146件、預り証の未発行：３

件／146件） 

また、金銭管理者は、金品等を退所する利

用者に引き渡す場合には、預り金品等引渡書

を発行し利用者又は家族等から預り金品等

受領書を徴しなければならないが、徴してい

ないものがあった（第12条第３項）。（預り金

品等引渡書の未発行：13件／155件、預り金

品等受領書の未徴取：15件／155件） 

 

３ 金銭管理者は、利用者の入所中には、利用

者ごとに金銭出納簿、預貯金等保管台帳、預

貯金出納簿を設けなければならないが、これ

らの帳簿を設けていないものがあった（第６

 

利用者から預かった金銭等の管理に当たっては、規程どおりに実施されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査結果を各職員に周

知し、利用者から預かっ

た金銭等の管理につい

ては、平成28年４月から

規程どおりの実施を徹

底している。 

 

【大阪府立子どもライフポートセンター金品等管理規程】（抜粋） 

（管理の依頼と受諾等） 

第５条 金銭管理者は、センターの担当者から報告を受け、利用者又は家族からの依頼に

より金品等を管理する必要があると判断した場合は、依頼書(様式第１号)を徴する

とともに、預り証（様式第２号）を発行するものとする。 

(金銭管理者が管理する帳簿) 

第６条 金銭管理者は、利用者ごとに金銭出納簿（様式第３号）を設けて、金銭の入金及

び出金の都度金銭出納簿に記帳しなければならない。 

第７条 （略） 

３ 金銭管理者は、利用者の預貯金について、銀行名、口座番号、キャッシュカードの

有無等を管理するため預貯金等保管台帳（様式第４号）を備えなければならない。 

４ 金銭管理者は、利用者ごとに預貯金出納簿（様式第５号）を設けて、預貯金の預け

入れ及び引き出しの都度、預貯金出納簿に記帳しなければならない。 

（金銭管理者の確認） 

第９条 金銭管理者は、前条に基づく残高照合の結果について、月別出納状況報告書（様

式第６号）により、速やかに金銭管理責任者へ報告し、確認を受けなければならな

い。 

（金銭管理責任者の確認） 

第10条 （略） 

２ 金銭管理責任者は、半年毎に総括出納状況報告書（様式第７号）により所長に報

告し、検査を受けなければならない。 

（退所等における金品等の引渡し等） 

第12条 （略） 

３ 金銭管理者は、金品等を退所する利用者に引き渡す場合は、預り金品等引渡書（様

式第８号）を発行し、利用者又は家族等から預り金品等受領書（様式第９号）を徴す

るものとする。 

（所長の検査等） 

第14条 金銭管理責任者から第５条（管理の依頼と受諾）に基づく報告があったときは、

検査をしなければならない。 

３ 金銭管理責任者から第12条の（退所等における金品等の引渡し）第２項及び第 13

条（遺留金品等の引渡し等）に基づく報告があったときは、検査しなければならない。 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

条、第７条第３項、第４項）。（32件／176件） 

 

４ 金銭管理者は、月別出納状況報告書を金銭

管理責任者に報告し確認を受けなければな

らないが、確認を受けていないものがあった

（第９条１項）。（32件／367件） 

また、金銭管理責任者は半年毎に総括出納

状況報告書を所長に報告し検査を受けなけれ

ばならないが、検査を受けていないものがあ

った(第10条第２項)。（32件／202件） 

 



 

 

 

 

検出事項 

 
大阪府立子どもライフサポートセンター金品等管理規程フロー図 

 

 入所時 

 

              

                     依頼書（依頼時のみ） 

                     （第５条第１項・様式１号） 

                                               報告 

                     預り証               

（第５条第１項・様式２号） 

                                               検査 
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印鑑・ 

ｷｬｯｼｭ

ｶ ｰ ﾄ ﾞ

等 

金銭出納簿作成 

（第６条・様式３号） 

 

総括出納状況報

告書作成 
（第１０条第２項・ 

様式７号） 

 

所         

長 預貯金等保管台帳作成 
 

（第７条第３項・様式４号） 

預貯金出納簿作成 

（第７条第４項・様式５号） 

月別出納状況報告書作成 

 

（第９条・様式６号） 

 

 

退所時 

 

                                                                    

 

 

 預り金品等引渡書                 報告 

               （第１２条第３項・様式８号）                  

  預り金品等受領書                検査 

               （第１２条第３項・様式９号） 

 

     遺留金品等引渡書 報告 

              （第１３条・様式１０号） 

  遺留金品等受領書                検査 

 （第１３条・様式１１号） 

   

               

 

 

 

退

所

者 

・ 

家

族

等 

金

銭

管

理

者 

↓ 

金

銭

管

理

責

任

者 

 

所 

 

 

長 

        

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成 28年１月 19日、事務局：平成 27年 11月 17日） 



 

 

 

 

 

住居手当の認定誤り 
 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成-年-月-日、事務局：平成27年６月16日から同年７月30日まで） 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

総務部 

人事局 

総務サービス課 

 

 

 転居に伴う住居手当の増額改定の時期については、事実発生か

ら15日経過した後に届出があった場合は、届出受理日の翌月から

と定められているが、15日を経過したのちに届出が行われている

にもかかわらず、当月から変更されているものがあった。 

 

職員名 日付 事象 

職員Ａ 

平成26年10月25日 転居 

平成26年11月１日 （誤）住居手当変更の認定日 

平成26年11月12日 住居手当変更の届出 

平成26年12月１日 （正）住居手当変更の認定日 

 

 

変更後の住居手当 変更前の住居手当 差額 

27,000円 21,000円 6,000円 
 

 

速やかに必要な是正措置を講じるとともに、同様の

認定事務の誤りが発生しないよう、総務サービス課内

におけるチェック体制の強化を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者向けの住居手当マニュアルを見直

し、支給始期の確認ポイント等を追記した。    

また、担当者から決裁権者まで、決裁に

関係する者がそれぞれ確認することによ

り、認定手続時の確認が確実に行われるよ

うチェック体制を強化した。 

今後、同様の認定事務の誤りが発生しな

いよう、担当者に周知し注意喚起を行った。 

【職員の住居手当に関する規則】 

(支給の始期及び終期) 

第８条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13

条の５第１項の職員たる要件を具備するに至つ

た日の属する月の翌月(その日が月の１日である

ときは、その日の属する月)から開始し、職員が

同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する

月(その日が月の１日であるときは、その日の属

する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手

当の支給の開始については、第５条第１項の規定

による届出がこれに係る事実の生じた日から15

日を経過した後にされたときは、その届出を受理

した日の属する月の翌月(その日が月の１日であ

るときは、その日の属する月)から行うものとす

る。 

 

２ 住居手当を受けている職員にその月額を変更

すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日

の属する月の翌月(その日が月の１日であるとき

は、その日の属する月)からその支給額を改定す

る。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増

額して改定する場合について準用する。 

 



 

 

 

 

公有財産台帳の登載誤り 

 

監査（検査）実施年月日（委員：－年 －月 －日、事務局：平成 27年６月 15日から同年７月 30日まで） 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

総務部 

庁舎周辺整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎管理課で管理している普通財産の貸付又は行政財産の使用許可等について、公有財

産台帳等管理システムに登録がなされていないものがあった。 

 

（普通財産） 

施設名 種別 貸付面積 ㎡ 貸付料 貸付先 

庁舎管理課分館 建物 建 1,823.61 

延 3,737.54 
０円 

近畿管区警察局 

 

（行政財産） 

施設名 種別 許可数量 

㎡ 

使用料 使用者氏名 

庁舎周辺整備事業

用地 

土地 
588.30 免除 

（財）大阪府市町村振興協

会 

庁舎周辺整備事業

用地 

土地 
1,025.32 免除 

警察共済組合大阪府支部 

庁舎周辺整備事業

用地 

土地 外径19.1

ｍｍ×延

長66.6ｍ 

免除 

警察共済組合大阪府支部 

庁舎周辺整備事業

用地 

土地 
9,021.11 免除 

警察本部 

庁舎周辺整備事業

用地 

土地 
1,011.00 免除 

警察本部 

庁舎周辺整備事業

用地 

土地 外径25ｍ

ｍ×延長

58ｍ 

免除 

地方独立行政法人大阪府立

病院機構 

 

 

公有財産台帳等管理システムに、当該使用

許可及び貸付け等の事実を登録するととも

に、今後は適切な事務処理を行われたい。 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（使用許可又は貸付状況） 

 第19条 部局長等は、使用許可又は貸付

を行ったときは、システムを用いて使

用許可又は貸付情報を当該年度に登

録するものとする。 

２ 登録した使用許可又は貸付情報の状

況に異動があったときは、システムを

用いて異動登録を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

登録がなされていなかった

行政財産の使用許可及び普通

財産の貸付等については、公

有財産台帳へ登録し、事務処

理を完了した。 

 今後は本庁舎施設を所管す

る庁舎管理課との確認作業及

び連携強化を徹底し、不備が

ないよう努める。 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：－年－月－日、事務局：平成27年11月２日から同年12月28日まで） 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

枚方土木事務所 

 

 

平成26年度の公有財産の使用許可又は貸付

けについて、公有財産台帳に登録されていない

もの、貸付けが終了したにもかかわらず、登録

が削除されていないものがあった。 

 

項目 種別 内容 件数 

行政財産

使用許可 
土地 登録漏れ 35件 

普通財産

貸付 
土地 削除漏れ ５件 

 

 

公有財産台帳システムの登録、または登録内容を修正するととも

に、今後は適正な事務処理を行われたい。 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（使用許可又は貸付状況） 

 第19条 部局長等は、使用許可又は貸付を行ったときは、システ

ムを用いて使用許可又は貸付情報を当該年度に登録するものと

する。 

２ 登録した使用許可又は貸付情報の状況に異動があったときは、

システムを用いて異動登録を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

監査における検出事項について、登録漏

れの案件は公有財産台帳システムに登録

を行った。 

今後は、登録漏れ等を防ぐため、定期的

に入力についての確認作業を行うなど、大

阪府公有財産台帳処理要領に基づき適正

な事務処理に努める。 

 



 

 

 

 

 

 
監査（検査）実施年月日（委員：－年－月－日、事務局：平成27年11月２日から同年12月28日まで） 

 

 
 
 
 
 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

岸和田土木事務所 

  

 

 

 

 

平成26年度の公有財産の使用許可につい

て、公有財産台帳に登録されていないものが

あった。 

 

項目 種別 内容 件数 

行政財産

使用許可 
土地 登録漏れ 78件 

 

 

公有財産台帳システムに登録するとともに、今後は適正な事務処理を行わ

れたい。 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（使用許可又は貸付状況） 

 第19条 部局長等は、使用許可又は貸付を行ったときは、システムを用

いて使用許可又は貸付情報を当該年度に登録するものとする。 

２ 登録した使用許可又は貸付情報の状況に異動があったときは、システ

ムを用いて異動登録を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査において検出された不備事項に

ついて、公有財産台帳管理システムに登

録を完了した。 

使用許可又は貸付情報については、公

有財産管理システムに登録を行う旨、事

務所内の関係各課・グループに周知徹底

を図った。 

今後は大阪府公有財産台帳等処理要

領に基づき、適正な事務処理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

資産と費用の区分誤り 
 

監査（検査）実施年月日（委員：―年―月―日、事務局：平成27年６月15日から同年７月30日まで） 

 

 
 
 
 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

総務部 

契約局 

総務委託物品課 

 

１ 要件定義・基本設計業務については、資産として公有財産台帳に登載する

必要があるが、資産ではなく費用として処理した結果、財務諸表上の費用が

過大に、公有財産台帳上及び財務諸表上の固定資産が過小となっていた。 

 

契約名称 契約期間 金額 

大阪府電子調達システムに係る質疑

制度システム構築 要件定義・基本

設計業務 

平成26年６月23日から 

同年９月30日 
7,020,000円 

 

 

２ システム開発業務のうち教育・研修に関する支出については、費用として

処理する必要があるが、費用ではなく資産として処理した結果、財務諸表上

の費用が過小に、公有財産台帳上及び財務諸表上の固定資産が過大となって

いた。 

 

契約名称 契約期間 金額 

大阪府電子調達システムに係る質

疑制度システム構築 システム開

発業務 

平成26年10月１日から 

 平成27年３月31日 

47,034,000円 

（※） 

（※）うち、教育・研修に関する支出 1,321,488円 

 

保有ソフトウェアの実態を公有財産台

帳において適切に表すため、１について

は当該支出を資産計上するよう速やかに

是正されたい。２については当該支出を

費用計上するよう速やかに是正された

い。 

また、固定資産計上基準等を正しく理

解し、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成26年度に費用として計上した

「大阪府電子調達システムに係る質

疑制度システム構築 要件定義・基本

設計業務」に係る経費（7,020,000円）

について、固定資産として公有財産台

帳に計上のうえ、新公会計における費

用計上を訂正した。 

 

２ 平成26年度に公有財産台帳に固定

資産として計上した「大阪府電子調達

システムに係る質疑制度システム構

築 システム開発業務」に係る経費

（47,034,000円）のうち、教育・研修

に関する支出について、公有財産台帳

上の価格を減額し、新公会計における

費用として計上した。 

 

 なお、平成28年度契約案件からシステ

ムに係る経費支出の際、経費明細を費用

と資産に区分する調書を添付すること

とした。 

【大阪府公有財産台帳等処理要領（抜粋）】 

別表４ 固定資産計上基準表 

【固定資産計上の基本方針】 

 １．取得時点での取引価格（購入代価等）だけではなく、その財産を取得する

ために要した付随的支出（詳細設計費など）も含めて資産として計上する。 

 

【5】 特に留意すべき固定資産計上の考え方（インフラ資産等）  

１ インフラ資産についても、事業用資産に準じ、固定資産計上基準をもとに

資産計上する。 

 

【大阪府財務諸表作成基準及びその

注解】 

第15条第６号関係 

ソフトウェアの取得原価には、そ

の取得並びに製作に要した費用を

含める。ただし、その利用により

将来の収益獲得若しくは費用削減

が確実であると認められる場合に

のみ計上する。 

 



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：－年 －月 －日、事務局：平成27年６月15日から同年７月30日まで） 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

選挙管理委員会

事務局 

 

 システム改修業務については、資産として公有財産台帳に登載する必要があ

るが、資産ではなく費用として処理した結果、財務諸表上の費用が過大に、公

有財産台帳上及び財務諸表上の固定資産が過小となっていた。 

 

契約名称 契約期間 金額 

選挙投開票速報システム改修業務

（期日前・不在者チェック機能構築） 

平成27年２月16日～ 

同年３月31日 
2,397,600円 

 

 

保有ソフトウェアの実態を公有財産台帳に

おいて適切に表すため、当該支出を資産計上す

るよう速やかに是正されたい。 

また、固定資産計上基準等を正しく理解し、

適正な事務処理を行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該支出は、公有財産台帳及び財務会計

システムに資産として計上した。 

 今後も引き続き、会計局の指導及び固定

資産計上基準等に従い、適切な事務処理を

行う。 

【大阪府公有財産台帳等処理要領（抜粋）】 

別表４ 固定資産計上基準表 

【固定資産計上の基本方針】 

 １．取得時点での取引価格（購入代価等）だけではなく、その財産を取得する

ために要した付随的支出（詳細設計費など）も含めて資産として計上する。 

 

【6】 特に留意すべき固定資産計上の考え方（インフラ資産等）  

１ インフラ資産についても、事業用資産に準じ、固定資産計上基準をもとに

資産計上する。 

 

【大阪府財務諸表作成基準及びその注解】 

第15条 

第６号関係 

ソフトウェアの取得原価には、その取得

並びに製作に要した費用を含める。ただ

し、その利用により将来の収益獲得若し

くは費用削減が確実であると認められる

場合にのみ計上する。 

 



 

 

 

 

 

学習支援プログラム委託業務の監督に係る証跡漏れ 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成28年1月19日、事務局：平成27年11月17日） 

 

 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

子どもライフサポートセ

ンター 

 

 

学習支援プログラム委託業務の履行状況は、子どもライフサポートセンタ

ー（以下「センター」という。）が監督し、福祉部子ども室家庭支援課が検

査する。 

センターは、立会い、指示及び受託者が作成した日報（学習支援プログラ

ムの内容、参加児童名、担当学習支援員等を記載）の確認等により監督して

いるが、受託者から提出を受けた日報のすべてについて、監督職員が確認し

たことを示す署名や押印等を行わないまま家庭支援課に提出し、それを基に

検査が行われていた。 

 

学習支援プログラム委託業務に係る検査の適

正性を担保する観点から、日報に、監督職員が監

督した旨を示す署名や押印等の証跡を残された

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査結果を受けて、平成28年２

月分の日報から、監督した旨を示

す押印欄を設け、確認後に監督職

員である学習支援課長が押印を行

っている。 

 

 

≪学習支援プログラム委託業務の概要≫ 

・ センターが提供する学習支援プログラムにおける日々の学習指導業

務を業務委託している。 

・ 主な内容は、事前相談・学習指導・学力測定の実施、個別学習支援

計画・業務マニュアル・日報の作成、業務の引継ぎ、情報セキュリテ

ィ対策の実施、センターの行事等への参加、となっている。 

・ 当該業務委託は、福祉部子ども室家庭支援課が所管し、センターの

学習支援課長を監督職員としている。 


